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○児童福祉法（抜粋） 
昭和 22年 12月 12日法律 164号 

 

※      内は、児童福祉法施行規則（昭和 23年厚生省令第 11号） 

 

第六条の三  

⑨ この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。 

一 子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第十九条第一項第二号の内

閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又

は幼児（以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。）であつて満三歳未満のもの

について、家庭的保育者（市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）が行う研修

を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であつて、当該保育を必要とする

乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。）

の居宅その他の場所（当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く。）において、

家庭的保育者による保育を行う事業（利用定員が五人以下であるものに限る。次号に

おいて同じ。） 

二 満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、

保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、家庭的保育者の居

宅その他の場所（当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。）において、家庭

的保育者による保育を行う事業 

⑩ この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。 

一 保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要

とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設（利用定員が六人以上十九人以下

であるものに限る。）において、保育を行う事業 

二 満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、

保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施

設において、保育を行う事業 

⑪ この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。 

一 保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要

とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業 

二 満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、

保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と

認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業 
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⑫ この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。 

一 保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、次に掲げる施設

において、保育を行う事業 

イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若し

くは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業

主が雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の

保育を実施する施設 

ロ 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは

幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主

団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若

しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設 

ハ 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）の規定に基づく共済

組合その他の厚生労働省令で定める組合（以下ハにおいて「共済組合等」とい

う。）が当該共済組合等の構成員として厚生労働省令で定める者（以下ハにおいて

「共済組合等の構成員」という。）の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児

若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は共済組合等から委託を受けて

当該共済組合等の構成員の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼

児の保育を実施する施設 

二 満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、

保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施

設において、保育を行う事業 

⑬ この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若し

くは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就

学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、

病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業をいう。 

⑭ この法律で、子育て援助活動支援事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、次

に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希

望する者（個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。）との連絡及び調

整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。 

一 児童を一時的に預かり、必要な保護（宿泊を伴つて行うものを含む。）を行うこ

と。 

二 児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。 
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第三十五条  

④ 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県

知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。 

 

第三十九条  

保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うこ

とを目的とする施設（利用定員が二十人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども

園を除く。）とする。 

第五十九条  

都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第六条の三第九項か

ら第十二項まで若しくは第三十六条から第四十四条まで（第三十九条の二を除く。）に

規定する業務を目的とする施設であつて第三十五条第三項の届出若しくは認定こども園

法第十六条の届出をしていないもの又は第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第

四項の認可若しくは認定こども園法第十七条第一項の認可を受けていないもの（前条の

規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定

こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消され

たものを含む。）については、その施設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める

事項の報告を求め、又は当該職員をして、その事務所若しくは施設に立ち入り、その施

設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができる。この場

合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。 

② 第十八条の十六第三項の規定は、前項の場合について準用する。 

③ 都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第一項に規定する施

設の設置者に対し、その施設の設備又は運営の改善その他の勧告をすることができる。 

④ 都道府県知事は、前項の勧告を受けた施設の設置者がその勧告に従わなかつたとき

は、その旨を公表することができる。 

⑤ 都道府県知事は、第一項に規定する施設について、児童の福祉のため必要があると認

めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を

命ずることができる。 

⑥ 都道府県知事は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合で、あ

らかじめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続を経ない

で前項の命令をすることができる。 

⑦ 都道府県知事は、第三項の勧告又は第五項の命令をした場合には、その旨を当該施設
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の所在地の市町村長に通知するものとする。 

 

第五十九条の二  

第六条の三第九項から第十二項までに規定する業務又は第三十九条第一項に規定する

業務を目的とする施設（少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で

定めるものを除く。）であつて第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認

可又は認定こども園法第十七条第一項の認可を受けていないもの（第五十八条の規定に

より児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども

園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたもの

を含む。）については、その施設の設置者は、その事業の開始の日（第五十八条の規定

により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は認定こど

も園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施

設にあつては、当該認可の取消しの日）から一月以内に、次に掲げる事項を都道府県知

事に届け出なければならない。 

一 施設の名称及び所在地 

二 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地 

三 建物その他の設備の規模及び構造 

四 事業を開始した年月日 

五 施設の管理者の氏名及び住所 

六 その他厚生労働省令で定める事項 

 

児童福祉法施行規則第四十九条の二  

第四十九条の二 法第五十九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに

該当する施設(子ども・子育て支援法第五十九条の二に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを

除く。)とする。 

一 次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であつて、その旨が約款その他の書類により明らかであるも

の 

イ 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供

を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの

委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあつては、当該顧客の監護する乳幼児 

ロ 設置者の四親等内の親族である乳幼児 

ハ 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児 
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二 半年を限度として臨時に設置される施設 

三 認定こども園法第三条第三項に規定する連携施設を構成する保育機能施設 

 

児童福祉法施行規則第四十九条の三  

法第五十九条の二第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 開所している時間 

二 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 

三 届出年月日の前日において保育している乳幼児の人数 

四 入所定員 

五 届出年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数(当該施設の保育士その

他の職員のそれぞれの一日の勤務延べ時間数を八で除して得た数をいう。以下同じ。)及び勤務の体制 

六 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定 

七 法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五

人以下である施設(前条各号に掲げるものを除く。第四十九条の五第七号及び第四十九条の七第十一号

において同じ。)の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況 

八 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額 

九 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容 

十 提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態

に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子

メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気

通信をいう。以下この号及び第四十九条の七第十四号において同じ。)を利用して当該情報を伝達する

設置者と相互に連絡することができるようにする方法(当該設置者のウェブサイトを利用する方法を除

く。同号において同じ。)を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気

通信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(同号において「送信元識別符号」とい

う。) 

十一 施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別(当該設置者が、法

第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者であった場合の当該命令に限る。当該命令を受けたこと

がある場合には、その内容を含む。第四十九条の五第十三号及び第四十九条の七第十五号において同

じ。) 

② 前項に規定する施設の設置者は、同項の規定により届け出た事項のうち厚生労働省令

で定めるものに変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に

届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止したときも、同様とする。 
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児童福祉法施行規則第四十九条の四  

法第五十九条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項第一号から第三号まで及

び第五号並びに前条第十一号に掲げる事項とする。 

 

③ 都道府県知事は、前二項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当

該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。 

 

第五十九条の二の二  

前条第一項に規定する施設の設置者は、次に掲げる事項を当該施設において提供され

るサービスを利用しようとする者の見やすい場所に掲示しなければならない。 

一 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名 

二 建物その他の設備の規模及び構造 

三 その他厚生労働省令で定める事項 

 

児童福祉法施行規則第四十九条の五  

法第五十九条の二の二第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 施設の名称及び所在地 

二 事業を開始した年月日 

三 開所している時間 

四 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこ

れらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由 

五 入所定員 

六 保育士その他の職員の配置数又はその予定 

七 法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五

人以下である施設の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況 

八 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額 

九 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容 

十 緊急時等における対応方法 

十一 非常災害対策 

十二 虐待の防止のための措置に関する事項 

十三 施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別 
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第五十九条の二の三  

第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサー

ビスを利用しようとする者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該サービ

スを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するように努め

なければならない。 

 

第五十九条の二の四  

第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサー

ビスを利用するための契約が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付しなければならない。 

一 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地 

二 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 

三 その他厚生労働省令で定める事項 

 

児童福祉法施行規則第四十九条の六  

法第五十九条の二の四第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 

一 施設の名称及び所在地 

二 施設の管理者の氏名及び住所 

三 当該利用者に対して提供するサービスの内容 

四 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額 

五 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容 

六 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先 

 

第五十九条の二の五  

第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、毎年、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、当該施設の運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。 

② 都道府県知事は、毎年、前項の報告に係る施設の運営の状況その他第五十九条の二第

一項に規定する施設に関し児童の福祉のため必要と認める事項を取りまとめ、これを各

施設の所在地の市町村長に通知するとともに、公表するものとする。 
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児童福祉法施行規則第四十九条の七  

法第五十九条の二の五第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日までに

提出することにより行うものとする。 

一 施設の名称及び所在地 

二 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地 

三 建物その他の設備の規模及び構造 

四 施設の管理者の氏名及び住所 

五 開所している時間 

六 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 

七 報告年月日の前日において保育している乳幼児の人数 

八 入所定員 

九 報告年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制 

十 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定 

十一 法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が

五人以下である施設の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況 

十二 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額 

十三 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容 

十四 提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状

態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子

メールその他の電気通信を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする

方法を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別する

ための送信元識別符号 

十五 施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別 

十六 その他施設の管理及び運営に関する事項 

 


